
４．申告書うら面の記載事項について

申告書うら面の項目ごとに申告内容の具体的な説明を記載しています。令和８年度市民税・県民税申告の手引き
③・④に記載例がありますので、申告書を記入する際のご参考にしてください。

★給与所得・公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、申告書うら面に収入金額・必要経費等を記入し
て所得金額を求め、申告書おもて面へ記載してください。

６　給与所得の内訳　の記入欄
　給与所得のある方で、源泉徴収票の発行が不可能な場
合は記入してください。

７　事業（営業等）・不動産所得に関する事項
　営業等の事業所得のある方や不動産所得がある方は、
収入金額・必要経費、専従者給与（控除）額等を記入し
てください。

９　雑所得（公的年金等以外に関する事項）
　生命保険契約に基づく、個人年金や原稿料・講演料・
シルバー人材センターの配分金等の所得がある方は記入
してください。

１２　事業専従者に関する事項
　営業等の事業所得や不動産所得のある方のうち、事業
専従者の方がいる場合は、氏名・専従者給与（控除）額
等を記入してください。

１４　所得金額調整控除に関する事項
　給与等の収入金額が８５０万円を超え、①年齢２３歳
未満の扶養親族を有する②特別障害者である同一生計配
偶者若しくは扶養親族を有する場合は記入してくださ
い。（※扶養控除で申告する場合は記入不要です｡）扶養
控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得に
適用するという制限がありません。
　例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が８５０万円を
超え、夫婦間に年齢２３歳未満の扶養親族がいる場合等
は、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることがで
きます。
【計算方法】
所得金額調整控除＝（給与等の収入額（上限１,０００万
円）－８５０万円）×１０％

１１　別居の扶養親族等・事業専従者に関する事項
　扶養親族等や事業専従者とした方のうち、別居の方が
いる場合は記入してください。

１５　収入のなかった方の記入欄
　令和７年中に収入がなかった方は、該当項目に〇を
し、必要事項の記入をお願いします。

１０　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
　総合課税の譲渡所得や一時所得のある方は記入してく
ださい。
　総合譲渡所得…骨董品、ゴルフ会員権等、土地・建物

以外の資産譲渡による所得
　一 時 所 得…生命保険の満期金、競馬等の払戻金等に

よる所得

１３　分離課税の所得に関する事項
　土地や建物の譲渡による所得、株式等の譲渡所得、先
物取引に係る所得を申告する方等が記入する欄です。た
だし、これらの所得は所得税の確定申告が必要な場合が
ありますのでご注意ください｡

８　配当所得に関する事項
　株式（出資）の配当、協同組合等の余剰金の分配等の所
得を申告する方は記入してください。なお、上場株式等
（大口株主等を除く｡）の配当は、原則、申告不要です｡

１６　他の市区町村で課税されている方の記入欄
　令和８年１月１日現在、住民票は佐倉市にあるが生活
の本拠が他の市区町村にあり、そこで課税されている方
は、課税地のご住所を記入してください。

⑤ ⑥
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5．所得から差し引かれる事項

★生計を一にする配偶者その他親族が負担することになっている社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費等を申告者本人が支払っている場合は、合算して申告することができます。

種類 説明 必要書類

⑬社会保険料控除

　令和７年中に支払った金額を記入してください。源泉徴収票に記載された社会
保険料の金額は、「給与・年金から引かれた金額」に記入してください。なお、
他の項目と金額の重複がないようにしてください。
※配偶者その他親族の特別徴収（天引き）されたものは控除の対象となりません。

支払額が
わかるもの

⑭小規模企業共済
掛金控除

⑮生命保険料控除

　一般生命保険料（新・旧）、個人年金保険料（新・旧）、介護医療保険料の５
つの区分がありますので、別々に令和７年中の申告額を記入してください。な
お、種別については、控除証明書や保険の契約書等に記載されています。

控除証明書

⑯地震保険料控除

　地震保険料と旧長期損害保険料の２つの区分があります。それぞれの令和７年
中の申告額を記入してください。旧長期損害保険料は、平成１８年１２月３１日
までに契約し、保険期間が１０年以上で、満期返戻金のあるものです。なお、１
つの契約で地震保険と旧長期損害保険の両方の保険契約が記載されているもの
は、どちらか一方を選択して申告してください。

控除証明書

⑰寡婦控除

・寡婦控除（ひとり親に該当する方は除きます）
　合計所得金が５００万円以下の方のうち
　（１）夫と死別後再婚していない方又は夫が生死不明の方で、事実上婚姻関係

と同様の事情にあると認められる者がいない方。
　（２）夫と死別又は離婚後再婚していない方や、夫が生死不明の方で、子以外

の扶養親族を有し、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者
がいない方。

・ひとり親控除
　現に婚姻をしていない方又は配偶者が生死不明の方で、生計を一にする子（総
所得金額等が５８万円以下）を有し、合計所得金額が５００万円以下であり、事
実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない場合は、ひとり親控除
に該当します。

⑱ひとり親控除

⑲勤労学生控除

　令和７年末日時点で、大学・高校などの学生で、自己の勤労に基づく給与所得
等がある方のうち、合計所得金額が８５万円以下で、そのうち、自己の勤労によ
らない所得が１０万円以下の方は、学校名を記入してください｡ 学生証

⑳障害者控除

　あなたやあなたの扶養親族の方が障害者手帳などの交付を受けている場合、そ
の方の氏名・手帳などの等級、障害の程度を記入してください。
（１）普通…身体障害者手帳３～６級、療育手帳Ｂ、精神障害者保健福祉手帳２・３級等
（２）特別…身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級等

障害者手帳など

種類 説明 必要書類

㉑㉒
配偶者控除・ 
配偶者特別控除・ 
同一生計配偶者

（１）令和７年中の本人の合計所得金額が１,０００万円以下であり、同年
中の生計を一にする配偶者の合計所得金額が１３３万円以下である
場合

　　→配偶者の氏名・生年月日・個人番号・令和７年中合計所得金額を記
入して、同居・非同居・国外の区分を〇で囲んでください。

（２）令和７年中の本人の合計所得金額が１,０００万円超であり、同年中
の生計を一にする配偶者の合計所得金額５８万円以下である場合

　　→配偶者の氏名・生年月日・個人番号・令和７年中の合計所得金額を
記入して、同居・非同居・国外の区分を〇で囲んでください。

　　　同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く）の□に✓をしてください｡

㉓㉔
扶養控除・ 
特定親族特別控除

　申告者と生計を一にする配偶者以外の扶養親族であって、令和７年中の合
計所得金額が５８万円以下、特定親族の場合は合計所得金額が１２３万円以
下の方がいる場合、その扶養親族の氏名・生年月日・個人番号を記入して、
同居・非同居・国外の区分を選択してください｡
※他の方の扶養親族（控除対象配偶者等を含む）になっている方や事業専
従者として申告されている親族について、申告することはできません。

・親族関係書類と送金が
確認できる書類
　（日本国外で居住する
親族にかかる扶養控除
等の適用を受ける場
合）

㉙年少扶養

㉖雑損控除 　災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損
害を受けた場合等に受けることができる控除です。

・罹災証明書
・災害関連支出の領収書等

㉗医療費控除

　令和７年中に支払った医療費の金額と、保険金などで補てんされる医療
費があればその金額を記入してください。
（支払った医療費−保険金などによる補填額）−｛１０万円又は（総所得
金額×５％）のいずれか少ない金額｝が控除額となります。
※上限額２００万円

・明細書
・医療費通知
※領収書は添付できません

㉗
セルフメディケー
ション税制による
特例

　健康の保持増進及び疾病の予防への取組として健康診断や予防接種等の
一定の取組を行っていて、生計を一にする配偶者その他の親族のために令
和７年中に支払った特定一般医薬品（スイッチＯＴＣ医薬品）等購入費が
ある場合に記入してください。申告書の「特例なら〇」の欄に〇を記入し
てください。※医療費控除とどちらか一方のみ適用できます。

・明細書
・医療費通知
※領収書は添付できません

⑭
小規模企業
共済等掛金控除

⑬
社会保険料

控 除

円

円

円

円

円

円

円

給与・年金から引かれた金額 国民健康保険料（税）

国民年金保険料介護保険料

支払掛金

後期高齢者医療保険料

その他（任意継続等）

※社会保険料は各項目で重複のないようご記入下さい。

※申告者以外の方は年金・給与から天引されている
社会保険料は、控除できません。

⑮
生命保険料

控 除

円

円

円 円

円

新生命保険料

旧生命保険料 旧個人年金保険料

新個人年金保険料 介護医療保険料

※生命保険料は各

種別の合計額を

お書きください。

⑯
地震保険料
控 除

円 円
地震保険料控除の計 旧長期損害保険料の計

⑱ ひとり親
控 除

⑰
寡 婦 控 除

1 死別 ・ 3 生死不明

2 離別 ・ 4 未帰還
該当の番号を記載

⑲
勤労学生控除

（学校名）

⑳
障害者控除

級
氏名

手帳などの
等級

身体・精神・療育 障害の程度 普通・特別

普通・特別障害の程度身体・精神・療育
手帳などの
等級

氏名
級

㉗
医療費

控除

※医療費控除・セルフメディケーション税制（医療費

控除の特例）は、どちらか一方のみ申告できます。

※セルフメディケーション税制を選択される方は右に

○をしてください。

支払った金額 特例なら○保険金などで補てんされる金額

円 円

㉗
医療費

控除

※医療費控除・セルフメディケーション税制（医療費

控除の特例）は、どちらか一方のみ申告できます。

※セルフメディケーション税制を選択される方は右に

○をしてください。

支払った金額 特例なら○保険金などで補てんされる金額

円 円

生年

月日

明・大・昭・平

年　　月　　日
㉓㉔
扶養控除・
特定親族特別
控除

円

円

円

氏名

個人番号

※別居の扶養親族
等がいる場合に
は、うら面 [11]
もご記入くださ
い。

※扶養控除等を申告

しない場合、㉓㉔
扶養控除等の欄に

は、記入しないでく

ださい。

（平成 22 年

1 月 1 日以

前に生まれ

た方）

㉙
年少扶養

控除

※別居の年少扶養
親族等がいる場
合には、うら面
[11] もご記入く
ださい。

※年少扶養控除を申

告しない場合、㉙
年少扶養控除の欄

には、記入しないで

ください。

（平成 22 年

1 月 2 日以

降に生まれ

た方）

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

明・大・昭・平

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

明・大・昭・平

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

合計所得金額

合計所得金額

合計所得金額

㉑㉒
配偶者控除・
配偶者特別
控除・同一
生計配偶者

生年
月日

明・大・昭・平

年　　月　　日 円

配偶者の合計所得金額

同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）

氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

円

円

円

損害の原因

損害金額

損害年月日

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

保険金などで補てんされる金額

年 月 日

㉖ 雑 損 控 除

⑦ ⑧
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